
 

 

 

 

 野々市市立館野小学校 １１月号       令和５年１０月２６日 
 

１０月は運動会や遠足、さらには、たちのフェスも予定されており、子ども達に

とっては楽しい１０月になったのではないでしょうか。１１月は学校公開や４年生

の音楽会や中国深圳小学との交流があります。行事が１つ終わると、子ども達は大

きく成長した姿を見せることがあります。子どもの時だからできる挑戦、子どもの

時しかできない経験があります。「挑戦なくして成功なし」です。失敗を恐れずにい

ろいろなことに挑戦して欲しいと思います。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育目標 

「心豊かでたくましく、 
すすんで学び合う子」の育成 

～ 心豊かで たくましく 進んで学び合う子 ～ 

 

中国深圳小学との交流 11月 15日 
 野々市市と姉妹都市である深圳市からの交

流団２６名が来校します。全校での歓迎セレ

モニー後、日本の授業体験（４年生～６年生）

や給食を一緒に食べます。子どもの頃から、

国際感覚を育むことは大切です。楽しく交流

したいと思います。 

スマートフォンの使用のお願い 

子どもがスマートフォンを所持し、トラブルに巻き込まれる事案が全国的にも問題にな

っています。小学生の時に初めてスマートフォンを所持した４人に１人が何らかのトラブ

ルに巻き込まれています。その上位３つは、LINE 等によるコミュニケーションツールによ

るトラブル(ライン外しや既読無視)。ゲームによる課金。不適切な写真の要求です。さら

に、被害にあった多くの子どもは「どうしたらよいか分からなかった」という実態がありま

す。決して他人ことではなく、いつでも、どこでも起こりうる問題です。 

ご承知の通り、昨年１０月、いしかわ子ども総合条例が一部改正され、所持制限は撤廃さ

れました。みんな持っているからではなく、「本当に必要なのか」「何のために持たせるの

か」をしっかり考え、仮に持たせる場合には使用時間や使用場所、フィルタリング設定、困

ったら相談する等、子どもと話し合いでルールを決めることが重要です。さらに、大切な

お子さんを守るためにも、定期的にルールが守られているか確認することも重要です。 

デジタル時代の子育ては、大変難しいかと思いますが、被害に遭って後悔 

しないように、二度と戻らない大切な時期だからこそ、親の責務として、子 

どものためにできることを実践して欲しいと思います。 

 水筒の持参について 
従来、水筒の持参は１０月末までとなっていましたが、感染症予防や熱中症対策 

の観点から、今後、通年を通して持参してもよいことにします。なお、学校の水道 
は、定期的に検査をして飲料水として適しております。水筒の持参は各ご家庭での 
判断となります。 

 

１１月からの服装について  
 １１月からは冬服に完全移行します。 
・制服の上着、ネームプレートを着用 
・ベストやセーター（白･黒･紺･グレー） 
は上着の下に着ること。上着代わりに 
単独では着用しないこと。 

・タイツやスパッツ等を着用するときは
黒色のみ 

※春に配付した「まるわかり！館野小学校」（HP

掲載）をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


